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1980年代以降の、パソコンの普及、インターネットの利用拡大に伴うIT革命は、社会に大きな影響を与えてきましたが、ITの活用を図るとともに新たなリスクへ適切に対応するためどのように法的な措置がされているかを概観します。

１．ITの活用
　IT（情報通信）革命への対応として、政府は、平成12年にIT基本法（高度情報通信ネットワーク社会形成基本法）を成立させるとともにIT戦略本部を設置し、以下のような法的措置を講じてきました。

(1)契約についての特例
　平成13年に成立した民法特例法（電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律）により、消費者の操作ミスにより行った、意図しない契約を無効とし、また、インターネット等による契約の成立時期については、承諾の通知を発した時でなく通知が到達した時点としました。
(2) e-文書法の成立
　平成16年には、e-文書法（民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律等）が成立し、書面の保存等が法令上義務付けられている場合について、省令の定めにより電子データによる保存等ができるよう法整備を行いました。
(3)電子開示等

　電子開示制度も進んでおり、平成13年以降、EDINET（金融商品取引法に基づく電子開示システム）により、上場企業の有価証券報告書等を、インターネットで誰でも簡単に閲覧できるようになりました。

　また、会社法においては、インターネットによる議決権行使、計算書類の公告等が出来るようになっています。
　さらに、平成13年に施行された書面一括整備法により、対象法律に関して、書面以外に電子メールなどで手続きを行うことができるようになりました。
(4)電子署名・電子公証

　電子商取引に対応して、平成12年に、電子署名の効力、認証業務の認定制度について定めた電子署名法（電子署名及び認証業務に関する法律）が制定されました。
　また、公証人法等を整備して電子公証制度を導入し、公証人が紙の文書に対して行っている認証や確定日付の付与を、電子ファイルについても行うことが出来るようにしました。
　こうした制度を活用し、例えば、建設業などでは、電子署名契約の導入により、業務の効率化・スピードアップ、印紙代などのコスト削減を図っています。
２．新たなリスクへの対応
　ITの発達により、情報の伝達や保存など様々な面で利便性が高まる一方で、情報の漏洩や滅失・毀損、知的財産権や人格権の侵害などのリスクも高まっています。
　従来からある法律では、情報の入ったフロッピー・ディスク、CDなどの不正取得に対しては、刑法の窃盗罪、業務上横領罪、詐欺罪などが適用されます。

　また、インターネットで公開されている各種文書、図画等のほか、コンピュータ・プログラムやデータ・ベースについては、著作権法により保護され、盗用するなどして著作権を侵害した者は処罰されます。

　さらに、インターネット上で、公然と事実を摘示し他人の名誉を毀損した者は、その事実の有無を問わず名誉毀損罪として、また、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した場合は信用毀損罪・業務妨害罪として、それぞれ処罰されます。
　
　なお、昭和62年の刑法改正により、コンピュータに関連した、文書偽造、業務妨害、詐欺、文書毀棄などについて、刑罰が科されることとなりました。

　以上に加えて、最近では、次のような法制の整備が行われています。
(1) 不正アクセス禁止法の制定
　平成11年に制定された不正アクセス禁止法（不正アクセス行為の禁止等に関する法律）では、他人のID・パスワードを利用するなどして、ネットワークに不正にアクセスすることを禁止し、違反者には刑罰が科せられます。これは、企業内部で不正アクセスが行われた場合も同様です。
(2) 不正競争防止法の改正

　平成13年には、不正の利益目的または加害目的で、他人の商品等と同一・類似のドメイン名(xyz.comなど)を取得したり使用したりする行為を不正競争行為としました。
　平成15年には、他人の商品等表示を不正に組み込んだプログラムを、インターネットを通じて販売する行為を不正競争行為とするとともに、他人の営業秘密を不正に取得・使用・開示した者に対する処罰規定を設けました。
(3) 個人情報保護法の制定

　個人情報については、平成15年に個人情報保護法（個人情報の保護に関する法律）が制定され、個人情報取扱事業者の安全管理措置などが義務付けられました。
(4) 金融商品取引法の成立
　平成18年に成立した金融商品取引法により、上場企業等は財務報告の適正に係る内部統制報告書を提出することとなりましたが、内部統制に関してはITへの対応が基本的要素の一つとされています。
３．まとめ
　ITは、すでに事業活動にとって不可欠なものとなっており、これからも重要性を増すものと考えられます。
　今後さらに、事業活動においてITの活用を進める一方で、情報の漏洩や滅失・き損を起こさないよう、また、誤って他人の知的財産権や人格権等を侵害することのないよう、適切な対応を行う必要があります。
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The spread of PCs after 1980's, the IT innovation with expansion of the use of Internet gave the society big influence, so I made a survey how legal step is took step to take advantage of IT and to cope with a new risk adequately.
